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軽油引取税に係る地方税法違反嫌疑事件の告発について
（免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等）

奈良県は、奈良県警察生活環境課の協力のもと、強制調査を実施し、押収書類等を精査してまい

りましたが、本日（７月６日）、地方税法違反（免税証の不正受給による免税軽油の引取り等）の

嫌疑で、下記の者を奈良地方検察庁に告発しました。

１ 犯則嫌疑法人 株式会社マックスホールディングス（代表取締役 森岡俊一）

本店所在地 奈良県橿原市四条町７９２

株式会社ヤマモト（代表取締役 山本雅昭）

本店所在地 奈良県橿原市五井町２０４番地の６

犯則嫌疑者 森岡 俊一（もりおか しゅんいち・昭和４７年８月３０日生）

住所 奈良県高市郡高取町大字観覚寺７２９番地

山本 雅昭（やまもと まさあき・昭和４０年２月１７日生）

住所 奈良県吉野郡吉野町大字南国栖５２６番地

２ 犯則事実等の概要

犯則嫌疑者森岡俊一は、上記本店所在地において、船舶・自動車の販売を業とする株式会社

マックスホールディングスの代表取締役であり、同山本雅昭は、上記本店所在地において、軽

油引取税について特約業者及び元売業者以外のもので石油類の販売並びに石油製品の販売等を

業とする株式会社ヤマモトの代表取締役である。

両犯則嫌疑者は、共謀のうえ、令和元年８月から令和３年１月分までの間に、犯則嫌疑法人

株式会社マックスホールディングスが中南和県税事務所より不正な申請により交付を受けた免

税証を特別徴収義務者に引き渡すことにより、免税軽油１４３万２,４４０リットルを引き取

り、軽油引取税４,５９８万１,３２４円を不正に免れ、引き取った免税軽油を他の需要家に対

し軽油引取税を付して販売することで、軽油引取税相当額を不当に利得した。

また、同森岡俊一は、令和２年１１月から令和３年１月の間に、免税軽油の使用機械として

承認を受けていない船舶に免税軽油を使用したが、申告書を提出せず、軽油引取税を免れた。

３ 罪名及び適用法条等

罪 名：地方税法（軽油引取税）違反

適用法条：第１４４条の３第１項第４号（軽油引取税のみなす課税）

第１４４条の１８第１項第６号（軽油引取税の申告納付の手続）

第１４４条の１９第１項（軽油引取税に係る故意不申告の罪）

第１４４条の１９第２項（両罰規定）

第１４４条の２２第１項（免税証の不正受給による免税証の引取りに関する罪等）

第１４４条の２２第２項（両罰規定）

第１４４条の２７第１項（免税軽油の引取り等に係る報告義務）

第１４４条の２８第１項（免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪）

第１４４条の２８第２項（両罰規定）

刑法第６０条（共同正犯）

罰 則：１０年以下の懲役若しくは１，０００万円以下の罰金又は併科

４ 告発の事由

犯則嫌疑者森岡俊一は、同山本雅昭と共謀の上、株式会社マックスホールディングス名義で

中南和県税事務所より免税証の交付を受け、免税軽油の引取り等に係る報告書に架空の物品受

領書等を添付し、株式会社ヤマモトの石油販売業者である立場を利用し、特別徴収義務者から

免税軽油を引き取り、免税軽油を他の需要家に軽油引取税を付して販売することで、軽油引取

税相当額を自己の利益とする一連の不正行為を行ったものである。

両犯則嫌疑者とも、自己の利益追求のために行われた本件犯則行為は、極めて悪質なもので

あり、隠蔽、偽装の工作も認められることから、情状懲役の刑に処すべきものと思料し、地方

税法第２２条の２８第２項の規定に基づき告発するものである。


